
全学生の2割程度が対象になること等を踏まえて条件
が設定されています。自分が対象になるか保護者の方
と一緒に確認しましょう。

進学後の成績や授業への出席率などが悪ければ、支援
が打ち切りとなることもあります。※

※新型コロナウイルス感染症等による、災害・傷病その他やむを得ない事由が
ある場合、特例が認められることがあります。 

対象となるのは全学生の２割程度。 進学後も成績などに厳しいチェックが。

修学支援新制度の注意点

お申込みスケジュール

高等教育の修学支援新制度は、学びたい気持ちがあるけれどお金に不安のある人が安心して進学できるように応援
するための制度です。
誰でも支援を受けられるのではなく、条件を満たすことで、「授業料等減免制度（授業料と入学金の免除または減額）と、
「給付型奨学金（原則、返還が不要な奨学金）」の2つの支援を受けることができます。

どんな支援が受けられるの？

２つの支援制度

修学支援新制度のご案内
学びたいを応援します！！

給付型奨学金
●JASSO（日本学生支援機構）が各学生に支給。
●学生が学業に専念するため、学生生活を送る
　のに必要な学生生活費を賄えるよう措置。

給付型奨学金の給付額（住民税非課税世帯） （年額）

自宅生 自宅外生

約91万円約46万円

授業料等減免
●東京自動車大学校が、以下の上限額まで授業
　料等の減免を実施。減免に要する費用を公費
　から支出。

授業料等減免の上限額（住民税非課税世帯） （年額）

入学金 授業料

約59万円約16万円
※修業年限が「２＋１年制」等コースの初年度から2年間（2年制部分）にあたる学費以外や大学・短大併修制度の併修分の学費は、一部この制度の対象外となります。
また「教材費」「維持費」「実習・演習費」等として徴収するものは含まれません。詳しくはお問い合わせください。

※記載内容は、2020年 12月現在のものとなります。ご利用時には各機関にて最新情報をご確認ください。

学生準備

学生4月

給付型奨学金
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給付型奨学金
申込み

推薦

申込み

減免
学生 学校

（申込み後）

7月頃 支援の開始

入学年4月～

やること だれが
文部科学省やJASSO（日本学生支援機構）のサイトで、制度の詳細や自分が
対象になりそうかを確認し、学校から申込み書類をもらいます。

入学後、4月の説明会を経て申込み。6月頃認定を受けて、9月頃に入学金
と前期授業料の減免分、1月頃に後期授業料の減免分の還付を受けられ
ます。

学校に必要書類を提出し、インターネットで申込みます。また、マイナンバー
（本人分・保護者分）をJASSOに提出します。

学業成績・学修意欲などを確認のうえ、JASSO に推薦します。

選考結果を通知したうえで対象者に４月分から支援を行います。

（東京自動車大学校に入学した後にお申込みする方法）在学採用
時期



資料請求、オープンキャンパスのお申し込み・お問合せは

〒125-0002 東京都葛飾区西亀有3-28-3

自動車整備科
1級整備士コース

自動車整備科
2級整備士コース

ボディクラフト科

LINE TwitterHP Instagram TAUS BLOG

どんな人が対象になるの？

所得に関する要件

【算　式】

以下の算式により算出された額について、学生等及びその生計維持者の合計額が以下の基準額に該当すること。

※政令指定都市に市民税を納税している場合は、（調整控除の額＋税額調整額）に3/4 を乗じた額となる。

※地方税法第２９５条第１項各号に規定する者又は同法附則第３条の３第４項の規定により同項の市町村民税の所得割を
課することができない者については、算式に基づき算定された額は零とする。

【基準額】

市町村民税の所得割の課税標準額×６％－（調整控除の額＋税額調整額）

第Ⅰ区分（標準額の支援）
第Ⅱ区分（標準額の 2/3 支援） 
第Ⅲ区分（標準額の 1/3 支援）

100 円未満
100 円以上～ 25,600 円未満
25,600 円以上～ 51,300 円未満

給付型奨学金

授業料等減免

年収目安 ～270万円 住民税非課税世帯

[第Ⅰ区分家庭] [第Ⅱ区分家庭]
～300万円

2/3

1/3

1/3
2/3

[第Ⅲ区分家庭]
～380万円

※年収は、両親の年収を合計したものとし、１万円の位を四捨五入している。　※子について、本人は18歳、中学生は15歳以下、高校生は16～18歳、大学生は19～22歳とする。
※給与所得以外の収入はないものとする。（事業所得の場合は、目安年収が上記と異なる。）　※目安年収について、「両親（片働き）」は、配偶者控除対象となっている場合とする。

※両親・本人・中学生の家族4人世帯の場合の目安。基準を満たす世帯年収は家族構成により異なります。

第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分

子1人（本人）

子1人（本人）

子2人（本人・中学生）

子3人（本人・高校生・中学生）

子3人（本人・大学生・中学生）

子2人（本人・高校生）

子3人（本人・大学生・中学生）

子3人（本人・高校生・中学生）
ひとり親世帯

（母のみが生計維持者の場合）

ふたり親世帯
（両親が生計維持者）

※片働き（一方が無収入）の場合

住民税非課税

～約270万円

～約270万円

～約290万円

～約220万円

～約270万円

～約320万円

～約320万円

～約300万円

～約360万円

～約360万円

～約390万円

～約300万円

～約300万円

～約370万円

～約400万円

～約370万円

～約430万円

～約430万円

～約460万円

～約380万円

～約380万円

～約430万円

～約460万円

準ずる世帯

～約210万円

支援額 3分の３ 3分の2 3分の1

所得基準に相当する目安年収（例）

支援の区分は世帯構成や年収などで異なります。


